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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所     見 回     答 

１．運賃等に関する事項 

（１）運賃・料金の誤表示・

誤収受関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 東急電鉄からの報告によれば、過去３年

間における運賃の誤収受は１件であり、平

成２６年９月に駅務機器のプログラムミ

スによる誤収受が判明している。 

当該誤収受は、東急線全駅の窓口処理機

の開発時に、東京メトロ綾瀬駅発・ＪＲ東

日本西日暮里駅経由の連絡普通乗車券を

新たに精算対象にしたが、当該乗車券に適

用される特殊ルールを窓口処理機のプロ

グラムに反映できていなかったため、当該

乗車券を所持する利用者が、乗車券の経路

と異なる改札を通らない経路で東急線ま

で乗車し、窓口処理機で乗り越し精算を行

う際、窓口処理機が当該乗車券の価値を本

来の金額よりも低く認識し、乗り越し精算

額が過剰に計算されたことにより、発生し

たものである。 

 

・ これに対して、東急電鉄は、機器仕様の

追加の際には、東急電鉄及びメーカー双方

で、当該仕様の追加による影響の確認を行

うことを徹底することにより、磁気乗車券

における特殊ルールを確実に機器仕様に

 

・ 今後とも、利用者との信頼が

損なわれないよう、誤収受の再

発防止及び適切な運賃収受の

実施に努めていただくようお

願いする。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 鉄道事業の基本である 

運賃収受について、誤収 

受・誤表示の再発防止を 

図り、お客さまの信頼確

保に努めてまいります。 
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（２）福祉割引 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

反映することとし、再発防止に努めている

ことを確認した。 

 

・ 東急電鉄においては、既に身体障害者及

び知的障害者に対する運賃割引が導入さ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 精神障害者に対する運賃割

引の導入や障害者用ＩＣカ

ードの発行等については、障

害者団体等から多くの要望

が寄せられていることから

も、障害者割引の適用拡大等

の検討について、引き続き、

ご理解とご協力をお願いす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 障害者割引の適用拡大 

 等については、負担のあ 

 り方等も含め、他の鉄道  

事業者と連携しながら、 

検討してまいります。 
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２．輸送障害等発生時にお

ける旅客への対応方法に関

する事項 

（１）輸送障害等発生時に

おける旅客への対応につい

て 

 

 

 

 

・ 事故や災害などの異常時が発生した場合

は鉄道事業本部異常時対策規程に基づき、

大規模地震が発生したとき、又は鉄道事業

本部長が設置を必要と判断したとき等は

鉄道事業本部長を議長とした「事故・災害

対策本部」を招集し、運転規制の範囲及び

その時期の検討、事故・災害への対応策及

び早期復旧に向けた計画の策定とその指

揮などを行うこととしている。また、本社

及び現業の部署ごとに動員体制や事故・災

害発生時に各職員が取るべき行動基準が

定められている。 

 

・ 異常時の対応については年 2 回、異常時

運転取扱訓練及び事故・災害対策本部設

置・対応訓練を実施しているほか、年 1 回

の運転事故総合訓練、消防署・警察署等と

連携した訓練を行うなど、異常時に備えて

社員教育や訓練を定期的に実施している。 

 

・ 旅客へ多大な影響を及ぼした事象につい

ては、原因の分析、課題の検証を行い、次

に輸送障害等が発生した際の対応向上に
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向けた取組が行われている。特に、昨年 1

月に発生した大雪による大規模な輸送障

害において、安全性確保のために、速度規

制や列車の駅間での停車を防ぐために通

常時よりも運行本数を減らし運転間隔の

調整を行ったが、利用者への当日の駅の様

子や運行情報の発信が不足したことによ

り、駅構内が大混雑し、複数の駅で入場規

制を行うこととなった。これらの事象を踏

まえ、利用者の行動判断に資する情報提供

の取組として、駅の様子をタイムリーに確

認することができるアプリ「駅視-vision」

の実証実験を昨年３月から開始し、情報発

信の強化に努めていることを確認した。 

さらに降雪等の異常時の運行について

は、大雪があった昨年１月１８日時点で

は降雪量に応じて全区間で速度規制を実

施していたところ、運行本数を可能な限

り早く通常に戻すために、現在は全区間

ではなく、区間ごとに速度規制を実施し、

臨機応変な運行をとるよう工夫を重ねて

いることも確認した。 
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３．訪日外国人対応に関す

る事項 

（１）企画乗車券の取組状

況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）異常時（災害時、輸

送障害時）の情報提供に

かかる多言語化の取組状

況 

 

 

 

 

 

 

 

・ 外国人訪日旅行者向けに、東急線全線で

の乗り降りが可能な「東急ワンデーオープ

ンチケット」を発売している。 

・ 「ＴＯＫＹＵ ＰＬＵＳ」と題する東急

線沿線を紹介するサイトを開設し、沿線紹

介動画を公開し訪日外国人向けの情報提

供を行うと共に、東京メトロ・都営地下鉄

が乗り降り自由な企画乗車券「Ｔｏｋｙｏ 

Ｓｕｂｗａｙ Ｔｉｃｋｅｔ」を購入した

方を対象に、「東急ワンデーオープンチケ

ット」よりお得な「ＴＯＫＹＵ ＰＬＵＳ」

の販売を予定していることも確認した。 

 

 

・ 東急線各駅においては、改札付近に設置

してある「お知らせモニター」で英語表記

による情報提供を行っている。また、駅係

員に配備した携帯端末に外国語（英語・中

国語・韓国語・タイ語・フランス語等）と

日本語の翻訳アプリを導入し、英語での情

報提供を行っている。 

・ 大部分の車両においては、車上表示器で

緊急停止などの表示を英語による情報提

 

 

・ 引き続き、企画乗車券の取組

について検討が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 異常時の多言語案内について

は、日本語が理解できない外国

人が異常時に遭遇した場合、非

常に重要な情報提供ツールと

なることから、今後も積極的に

取り組まれることが望まれる。 

 

 

 

 

 

・ 事業環境の変化や、お 

 客さまのご意見、利用状 

 況を踏まえた企画乗車券 

等の検討を行い、さらな 

る利便性の向上に努めて 

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 訪日外国人旅客の増加 

 を見据え、今以上に安全、 

 安心にご利用いただける 

環境を整備してまいりま 

す。 
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供を行っている。  
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（３） その他受入環境整

備の取組状況 

 

・ 東急線各駅においては、案内誘導サイン

について、日本語・英語による表示を実施

するとともに、一部は日本語、英語の他に

中国語や韓国語の表示も実施している。 

・ 世田谷線、こどもの国線の一部駅を除き、

券売機について、日本語・英語・中国語（簡

体字･繁体字）･韓国語･フランス語･スペイ

ン語での対応が可能となっている。 

・ 外国人対応にかかる駅係員の教育等につ

いては、訪日外国人の利用が多い渋谷駅、

中目黒駅、横浜駅、二子玉川駅、自由が丘

駅の駅係員を対象に、外国人講師による外

国人対応研修を行い、駅員の案内業務等の

接遇スキルの向上を図っている。 

・ 駅係員等が外国人対応を円滑に行えるよ

う、外国人対応に必要な基本的な事項を外

国語で記載した「東急線おもてなしボー

ド」を各駅に配置している。 

・ 渋谷駅では、日本政府観光局認定の外国

人観光案内所を設置し、英語が話せるスタ

ッフが常駐し、観光案内を行っている。 

・ 同駅及び周辺の東急グループ５施設で

は、フリーＷｉ-Ｆｉサービス「Ｖｉｓｉ

ｔ ＳＨＩＢＵＹＡ Ｗｉ-Ｆｉ」の提供

を行っており、訪日外国人旅行者の利便の

向上を図っている。 

・ 訪日外国人受入環境整備が

進められているが、今後も訪

日外国人の増加が見込まれ

ており、更に受入環境整備の

取組が進められることを期

待する。 

 

 

 

・ 引き続き、訪日外国人 

 のお客さまの利便性向上 

 に向けて取り組んでまい 

 ります。 
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４．利用者からの意見等に

関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 東急お客様センターを設置し、利用者か

らの問い合わせ・意見についての対応を行

っている。センター職員においては、利用

者からの問い合わせ・意見に対して、迅速

かつ丁寧に対応するために、鉄道施設の見

学や、現場職員との意見交換など鉄道全般

について学習できる体制が取られている

ことを確認した。また、現場職員もセンタ

ーを見学することで、利用者の意見等に対

する対応方法等を学習していることも確

認した。 

・ 利用者からの意見は、一昨年度までは意

見内容に関する担当部署での共有は行わ

れてきたが、全体の共有は図られていなか

ったことから、昨年度からは新設した鉄道

事業本部鉄道 CS 課において集約した意見

を各部門と共有し、月１回各部門で議論し

たことを鉄道 CS 課にフィードバックする

体制へと改善している。 

・ 実際に利用者の声が活用された事例につ

いては、「ＫＩＫＵＭＩＭＩ ＡＣＴＩＯ

Ｎ」というポスターで周知することによ

り、利用者の声が反映されていることが実

感できる取組が行われていることを確認

した。 

・ 今後も利用者からの意見等に

ついては、真摯に受け止めると

ともに、利用者の声を活かした

更なるサービス品質の向上に

向けた検討、施策の展開によっ

て、他社の模範としての取組を

推進していくことを期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 今後ともお客さま 

 の声を大切にしなが 

 ら、更なるサービス 

 品質の向上に努めて   

 まいります。 
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５．その他のサービスに関

する事項 

（１）女性に配慮した車両

（いわゆる「女性専用車」

について） 

 

 

 

 

（２）車いすに係る対応状

況 

 

 

 

 

（３）ハンドル型電動車い

すに係る対応状況 

 

 

・ 昨年 3月に利用者に対して実施した顧客

満足度調査において、事故や遅延発生時の

情報提供に課題があるとの結果が出てお

り、その結果を受けて、前述のアプリ等に

よる情報提供の改善に取り組んでいるこ

とを確認した。 

 

 

 

・ 現在、東横線、田園都市線において、朝

の通勤時間帯を中心に導入されている。利

用者に対しては、ホームページでの掲載の

ほか、駅の乗降口における案内、該当車両

におけるステッカーの掲示及び車内放送

による周知を実施している。 

 

・ 車いす利用者への対応については、「鉄

道駅係員作業要領」を定めて関係者に周

知・教育を実施している。 

 

 

 

・ ハンドル型電動車いすについては、「ハ

ンドル形電動車いすご利用のお客様への

対応」を制定し、対応方法を定めて周知を

行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 女性専用車両については、特

に男性利用者の理解と協力が

不可欠であることから、導入の

趣旨及び利用実態等を踏まえ

た丁寧な対応を継続していく

ことが望まれる。 

 

・ 交通弱者への対応も含め、利

用者が安心して駅を利用でき

るよう、引き続き駅員等の教育

を行っていく等の対応が望ま

れる。 

 

・ 2020年東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会の開催

を踏まえ、訪日外国人を含めた

ハンドル形電動車いす利用者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 引き続き、ご利用 

 のお客さまへの周知 

 を継続してまいりま 

 す。 

 

 

 

・ 車いすをご利用の 

 方を含めた全てのお

客さまが、安心・安

全にご利用いただけ

るよう努めてまいり

ます。 

 

・ オリンピック・パ 

 ラリンピックの開催 

 を見据え、鉄道の利 
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（４）旅客の避難誘導・帰宅

困難者対応 

・ 他の主要な鉄道事業者と同様に、真にハ

ンドル形電動車いすが必要な利用者につ

いて、乗車可能としている。 

 

・ 東急電鉄に対しては、平成２５年１１月

６日（水）に、地震などの大規模災害時に

おける旅客の避難誘導・帰宅困難者対応に

関する事項に重点をおいて業務監査を実

施したところであるが、本監査において

も、帰宅困難者対応として、簡易ブランケ

ット、非常食、飲料等の備蓄を引き続き各

駅で行い、駅長の判断で利用者へ迅速に配

布する体制を整えていることを確認した。 

・ 災害等発生時には無料で使用できるよう

になる、災害対応飲料自動販売機の設置を

逐次行っている。 

・ 沿線自治体等との協議会への参画、及び

沿線自治体、住民等と共に避難訓練を実施

し、引き続き連携の強化を図っているほ

か、東急グループ全体においても、物資の

配布訓練を行っていることを確認した。 

・ 一時避難場所への案内については、沿線

自治体等との避難経路の確認に加えて、利

用者に対して、一時避難場所等を示したハ

ンドブックを無料で配布するなど、震災等

発生時における、利用者の一時避難場所へ

による鉄道利用について、条件

の緩和が望まれる。 

 

 

・ 一時避難場所は利用者のみな

らず、地元住民の避難場所とも

なるため、一時避難所の収容可

能人数等の課題も浮上してい

ることから、沿線自治体等との

更なる連携の強化と、検討を重

ねて頂くことが望まれる。 

 用方法について、あ 

 らためて検討してま

いります。 

 

 

・ 引き続き、沿線自 

 治体等の連携を進め 

 るほか、大規模災害 

 に備えた体制を強化 

 してまいります。 
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の円滑な案内を行うための取組を引き続

き実施していることを確認した。 

 


